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２．その他

・東部の精密検査医療機関より、電話予約時に精

密検査に必要な書類を保護者に渡さずに予約を

取るよう指示している学校があるとの連絡があ

った。この医療機関では心電図所見や学校医か

らの指示をもとに精密検査の優先順位を決めて

おり、それらの結果が無いと予約日時が決めら

れないとのことだった。県教育委員会から該当

の学校に指導して頂き、今後もこのような問題

点があれば、県教育委員会と相談していく。

【概要】

・平成24年度各地区の読影報告より、X線検

査の医療機関検診における問題点として、

新撮影法で撮影されていないことや装置の

メンテナンスの問題等によりきれいな写真

が撮影されていない医療機関があること、

また、年々増加している内視鏡検診におい

ては、感度は高いが、偽陽性例が多いこと

が問題であること、また、撮影条件、撮影

手順の不備で読影が難しい症例を提出する

医療機関があること等が挙げられた。各地

区読影会においては、問題がある医療機関

には、再度、症例を提出してもらい、指導

を行ったり、指摘事項を記した読影ノート

を活用して注意事項を伝えたりして、それ

ぞれ、精度管理に努めている。

　今後の対策として、講習会等を通じて撮

影条件や撮影手順の標準化を行うことや、

全県統一した受診票や読影体制を確立する

必要があるのではないか等の意見があっ

た。

・「胃がん検診精密検査医療機関」登録基準

については、内視鏡検査画像、データの提

出形式の統一、また、内視鏡検査装置の登

録基準を設けた方がいいのではないかとい

う意見があった。受診票については、吉中

委員長、岡田委員を中心に今後まとめてい

ただく方向で検討することとなった。

内視鏡検診の精度管理が喫緊の課題
鳥取県生活習慣病検診等管理指導協議会胃がん部会
鳥取県健康対策協議会胃がん対策専門委員会

■　日　時　　平成25年７月25日（木）　午後１時40分～午後３時20分

■　場　所　　鳥取県健康会館　鳥取市戎町

■　出席者　　31人

魚谷健対協会長、池口部会長、吉中委員長

伊藤・岩本・岡田・尾﨑・齊藤・謝花・瀬川・田中・友定・西土井・藤井武親・

藤井秀樹・三浦・三宅・村上・八島・山口・吉田・米川各委員

オブザーバー：尾室鳥取市保健師、松本岩美町保健師、廣田米子市保健師

県健康政策課がん・生活習慣病対策室：下田課長補佐、山根係長、熊谷主事

健対協事務局：谷口事務局長、岩垣係長、田中主任
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〈魚谷会長〉

　６月29日より健対協の会長へ就任した。初めて

出席する会議ではあるが、先生方のご意見を拝聴

しながら、勉強させて頂く。今後ともご指導等よ

ろしくお願いする。

〈池口部会長〉

　本委員会は従事者研修の向上、検診精度管理を

重点としており、今年の２月の従事者講習会は秋

藤委員がレントゲン撮影、読影方法等について講

演を行った。検診の精度も年々向上していると思

われる。今後も、ご指導の程、よろしくお願いす

る。

〈吉中委員長〉

　鳥取県の胃がん検診は、内視鏡検診が約７割、

X線検診が約３割（うち車検診が８割、施設検診

が２割）。施設X線検診の占める割合は全体の１

割以下である。

　今後、この傾向はさらに強まると思われます。

従って検診の精度管理の最重要ポイントは内視鏡

検診の精度管理と言えます。内視鏡検診は、感度

は高いが偽陽性例が多く、特異度が低いことが問

題点として挙げられます。地区により差のある読

影体制の改善統一と、報告体制、受診票を全県で

統一し、偽陽性例を減らす方向を考える必要があ

ると思います。

１．平成24年度各地区胃がん検診読影委員会の実

施状況について（車検診分）

　平成24年度から、鳥取県保健事業団の、東部、

中部地区の胃部検診車にデジタル装置が導入さ

れ、委員からは、要精検率の変動はなかったが、

読影しやすくなったという感想であった。西部地

区においては、３年前からデジタル装置が導入さ

れている。

　これに伴い、従来のフィルム読影から、画像観

察機（ビュアー）を使用した読影に移行となっ

た。

東　　　部：40回読影を行い、鳥取県保健事業団

分の読影件数は5,748件で、要精検

率8.0％、平均読影件数143件。中国

労働衛生協会分は、読影件数669件

で、要精検率3.1％、平均読影件数

24件。症例検討会を５回開催。

中　　　部：28回読影を行い、読影件数4,584件

で、要精検率が9.8％。症例検討会

を２回開催。

西　　　部：33回読影を行い、読影件数は5,634

件。平均読影数170件、要精検率は

5.5％であった。症例検討会１回開

催。

２．医療機関検診の読影状況について

東　　　部：鳥取市、八頭町、智頭町のX線検査

は検診機関ごとに指定された読影医

師２名のダブルチェックにより読影

を行っている。

鳥取市、岩美町、八頭町、若桜町、

智頭町で行われた内視鏡検診につい

ては、平成21年度より東部胃がん内

視鏡検診読影専門委員会を設置し、

その読影委員と撮影した医師の２名

でダブルチェックを行っている。読

影会の開催はないが、内視鏡検診実

施医療機関については、年２回は

「東部胃がん内視鏡検診検討委員会」

において内視鏡写真の画像判定が行

われている。

要精検が多い施設については、症例

を提示してもらい、読影委員会で再

度チェックを行い、指導を行った結

果、要精検率30％以上であった施設

は20％以下に改善され、平成24年度

の鳥取市の要精検率は6.8％であっ

挨拶（要旨）

報告事項
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た。

中　　　部：平成９年度より医療機関検診読影委

員会を設置し、中部医師会館におい

て読影委員２名で読影会を開催して

いる。平成22年度からは、１市４町

（倉吉市、湯梨浜町、三朝町、北栄

町、琴浦町の人間ドック分）で行わ

れた検診の読影を中部医師会館で行

うこととなった。

平成24年度実績は以下のとおり。

X線検査読影件数：76人　要精検

率：30.3％（23人）

内視鏡検査読影件数：3,417人　要

精検率：9.0％（309人）

X線検査読影件数は随分減少した

が、内視鏡検査読影件数は平成22年

度2,286件に比べ、約1,200人増加し

ている。要精検率は平成23年度に比

べ、2.8ポイント減少している。読

影会、研修会を通じて、実施医療機

関に対し、内視鏡検査写真の撮影の

標準化を図っている。

西　　　部：米子市、伯耆町の場合は、健対協胃

がん検診読影委員会委員と同じ読影

委員がメンバーで医療機関検診読影

委員会を設置している。読影委員２

名と撮影した医師で読影会を行う。

読影件数11,235件、読影回数は101

回で、X線検査読影件数995件で要

精検率10.5％、内視鏡検査読影件数

10,240件で要精検率5.2％であった。

境港市は健対協胃がん検診読影委員

会委員３名と済生会境港総合病院消

化器科の医師２名で、境港読影委員

会を設置。８月～２月までの間、済

生会境港総合病院を会場に月１回の

読影会を開催。原則として読影委員

２名と検診医の計３名で読影（胃内

視鏡検査フィルム・胃X線検査フィ

ルム）を行っている。

読影件数2,439件、読影回数は７回

で、X線検査読影件数159件、内視

鏡検査読影件数2,280件であった。

南部町、江府町の検診については、

受託した医療機関内の健対協胃がん

検診読影委員会委員で読影を行って

いる。

　東部医師会館の改築を期に、胃内視鏡検診のデ

ジタル読影装置を導入し集団読影を行うことを計

画しており、導入にあたっては、デジタル読影装

置の購入費用を「鳥取県地域医療再生基金事業補

助金」でまかなうことを計画しているところであ

ると、尾﨑委員より報告があった。

　各地区の精度上の問題点について、以下の話が

あった。

・東部のX線検査の医療機関検診においては、い

まだに新撮影法で撮られていないところがある

ので、周知が必要であると考える。

・中部のX線検査の要精検率が高いのは、写真の

写りが悪いことが原因と考えられるということ

で、秋藤委員より研修会を通じて新撮影法で撮

影すること、バリウム濃度等について医療機関

に指導を行っている。しかし、古いX線装置を

使用している医療機関の写真はいい写真が撮ら

れてなく、どうしてもチェックが入る場合が多

い。

・西部は、平成23年より読影ノートに気がついた

点を読影委員に記載してもらい、医療機関名が

見えない形でフィードバックしており、指摘が

あった点は医療機関に伝えやすくなった。きち

んと撮れていないものや枚数の少ないものは、

マニュアルをつけて返しており、精度管理に努

めている。

　以上のことから、検診の精度管理としては、読

影ができないような写真を撮るところを検診医療

機関として許したままというのはどうか。読影会

で撮影等の評価を行い、問題のある医療機関に対

（藤井委員）

（伊藤委員）
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しては指導を行う必要があるのではないか。ま

た、今後の対策として、講習会等を通じて撮影条

件、検査手技や撮影部位の標準化の研修を行うこ

とや、全県統一した受診票や読影体制を確立する

必要があるのではないか等の意見があった。

　受診票については、吉中委員長、岡田委員を中

心に今後まとめていただく方向で検討することと

なった。

　X線撮影装置の基準、撮影方法等については、

「鳥取県胃がん検診実施に係る手引き」、また、内

視鏡検査については「鳥取県胃がん内視鏡検診実

施に係る手引き」に取りまとめており、この手引

きは、地区医師会、健対協を通じて医療機関に周

知している。一次検診の内視鏡検査は、手引きに

おいて「鳥取県胃がん検診精密検査登録医療機

関」が実施するとしているが、X線検査は健対協

の一次検診医療機関登録制度はなく、各地区医師

会で協力出来る医療機関の取りまとめを行ってい

る。

３．「鳥取県胃がん検診精密検査医療機関」追加

登録について

　２医療機関の追加登録を行い、７月現在で、

199医療機関が登録されている。新規で登録申請

のあった医療機関について登録前にフィルムチェ

ックを行ったところ、不充分なところがあった。

これに対して研修を受講されるなど、改善が認め

られたため登録した。

１．鳥取県胃がん検診精密検査医療機関登録基準

について

　精密検査登録医療機関は３年毎に更新を行って

おり、次回は平成26年度中に手続きを行う。

　現行の登録基準について、再度確認がなされ

た。

　「食道、胃内視鏡検査の臨床例が年間50例以上

あること。」については、以前、年間症例数の下

限を増やすことで「精密検査登録医療機関」の線

引きを行うことの議論があった。多くの医療機関

に実施して頂きたいことと、臨床例数が少なくて

も充分な精度の検査を実施している医療機関がお

おいことを考慮し、今回においても、臨床例が年

間50例以上の登録基準は妥当であるという意見が

多かった。

　登録医療機関199件のうち経鼻内視鏡検査装置

は69件で年々増加傾向にあるが、経鼻内視鏡検査

の登録基準は設けられていない。

　胃がん検診においても、内視鏡検査画像、デー

タの提出形式の統一、また、内視鏡検査装置の登

録基準を設けた方がいいのではないかという意見

があった。

　日本消化器がん検診学会において「胃内視鏡検

診マニュアル」、「新・胃X線撮影法ガイドライン」

が発行されているので、医療機関においてはこれ

らを参考にして、適切に実施して頂きたいという

意見もあった。

２．胃がん検診従事者講習会及び症例研究会につ

いて

　東部地区で開催する。日程、講師の選定は尾﨑

委員が中心となって後日決定して頂く。

３．その他

・がん検診受診率向上プロジェクト2013～ほっと

安心！みんなで「はじめる・続けるがん検診」

～：下田県健康政策課がん・生活習慣病対策室

課長補佐

　鳥取県健康政策課においては、「がん検診受

診率向上プロジェクト2013」として、検診体制

強化としては、大腸がん検診特別推進事業、休

日がん検診支援事業等を継続実施。また、啓発

活動としては、出張がん予防教室等の開催や、

「がん検診受診率向上総合啓発事業」として、

テレビCM、ラジオCM、新聞広告、大型ショ

ピングセンター等での啓発活動などを行う。

・平成25年11月16日（土）、米子市「ふれあいの

協議事項
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里」において、日本胃がん学会第15回市民講座

「胃癌検診から最近の治療まで」を開催すること

が、池口委員長より紹介があった。

【概要】

・鳥取県保健事業団において、東部、中部地

区の胸部の検診車に平成24年度よりデジタ

ル装置が導入され、デジタル読影が開始し

た。実績では、要精検率はフィルムと比較

しても大差はなかったが、C判定が若干増

えていると報告があった。

・健対協が、「鳥取県地域医療再生基金補助

金に係る新たな事業」に、肺がん医療機関

検診の精度向上のため、デジタル読影装置

を３地区読影会に導入するよう申請したと

ころ、正式に交付決定となった。よって、

デジタル読影装置は８月中に納入されるこ

ととなるので、今後の読影体制等の検討に

ついては、各地区で進めて頂くこととな

る。

・医療機関検診の精度には比較読影の実施率

の向上が重要である。比較読影の実施方法

については、鳥取県肺がん医療機関検診実

施指針」及び「鳥取県各地区肺がん検診読

影会運営要領」において、その表現に若干

の差異があることから、この度、①読影フ

ィルムの枚数、②前年のフィルムがない場

合、過去何年まで遡るか、③検診以外のフ

ィルムも可とするか（求めるのか）をポイ

ントに一部改正することが承認され、平成

26年度検診より適用することとなった。

〈魚谷会長〉

　本日は、豪雨の中、委員会にご参加頂き、誠に

有難うございます。

比較読影実施率の向上のために指針を一部改正
鳥取県生活習慣病検診等管理指導協議会肺がん部会
鳥取県健康対策協議会肺がん対策専門委員会

■　日　時　　平成25年８月１日（木）　午後１時40分～午後３時20分

■　場　所　　鳥取県健康会館　鳥取市戎町

■　出席者　　31人

魚谷健対協会長、清水部会長、中村委員長

荒木・大久保・岡田克夫・岡田耕一郎・川口・工藤・小林・杉本・瀬川・

谷口雄司・谷口玲子・中本・吹野・藤井・丸山・村上・吉田眞人・吉田良平

各委員

オブザーバー：藤木鳥取市保健師、友定倉吉市保健師

　　　　　　　深田米子市健康対策課主任、廣田米子市保健師

県健康政策課がん・生活習慣病対策室：下田課長補佐、山根係長、熊谷主事

健対協事務局：谷口事務局長、岩垣係長、田中主任

挨拶（要旨）


